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青
色
申
告
は
、
自
分
の
経
営
を
客
観
的
に
つ
か

む
た
め
の
重
要
な
ツ
ー
ル
で
す
。
青
色
申
告
に
は
、

税
制
上
の
メ
リ
ッ
ト
も
あ
り
ま
す
の
で
、
早
速
取

り
組
ん
で
み
ま
し
ょ
う
。

　

ま
た
、
政
府
の
農
林
水
産
業
・
地
域
の
活
力
創

造
本
部
に
お
い
て
、
品
目
の
枠
に
と
ら
わ
れ
ず
自

然
災
害
に
よ
る
収
量
減
少
だ
け
で
な
く
、
価
格
低

下
な
ど
も
含
め
た
収
入
減
少
を
補
塡
す
る
「
収
入

保
険
制
度
」
の
導
入
が
決
定
さ
れ
ま
し
た
。
収
入

保
険
制
度
の
加
入
に
あ
た
っ
て
は
、
青
色
申
告
を

５
年
以
上
継
続
し
て
い
る
農
業
者
（
個
人
・
法
人
）

が
基
本
と
な
っ
て
い
ま
す
が
、
青
色
申
告
の
実
績

が
１
年
以
上
あ
れ
ば
加
入
可
能
で
す
。（
収
入
保
険

制
度
と
農
業
共
済
や
ナ
ラ
シ
対
策
な
ど
の
類
似
制

度
に
つ
い
て
は
、
ど
ち
ら
か
を
選
択
し
て
加
入
す

る
こ
と
に
な
り
ま
す
）

　

新
た
に
青
色
申
告
を
行
う
た
め
に
は
、
個
人
の

場
合
、
平
成
29
年
３
月
15
日
ま
で
に
最
寄
り
の
税

務
署
に
「
青
色
申
告
承
認
申
請
書
」
を
提
出
す
る

必
要
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
申
請
を
行
え
ば
、
平
成

29
年
分
の
所
得
か
ら
、
青
色
申
告
を
行
う
こ
と
が

で
き
ま
す
（
申
告
時
期
は
平
成
30
年
２
月
〜
３
月
）。

　

こ
の
機
会
に
青
色
申
告
を
始
め
て
み
て
は
い
か

が
で
し
ょ
う
か
。

【
収
入
保
険
等
に
関
す
る
問
合
せ
先
】　

中
国
四
国
農
政
局
島
根
県
拠
点
地
方
参
事
官
室　

０
８
５
２
‐
２
４
‐
７
３
１
１

https://w
w
w
.contactus.m

aff.g
o.jp/j/

chushi/form
/1
6
1
2
1
1
_2
.htm
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島
根
県
内
の
事
業
場
で
働
く
す
べ
て
の
労
働
者

と
そ
の
使
用
者
に
適
用
さ
れ
る
島
根
県
最
低
賃
金

が
次
の
と
お
り
改
定
さ
れ
ま
し
た
。

　

こ
の
金
額
は
、

の
賃
金
か
ら
適
用
さ
れ
ま
す
。

　

平
成
28
年
10
月
１
日
付
け
を
も
っ
て
元
町
議
会

議
員
の
原
寛
氏
に
叙
勲
と
し
て
旭
日
単
光
章
が
授

与
さ
れ
ま
し
た
。　

　

氏
は
、
昭
和
52
年
３
月
に
地
域
住
民
か
ら
推
さ

れ
て
西
ノ
島
町
議
会
議
員
に
初
当
選
し
、
以
来
、
３

期
12
年
間
に
わ
た
り
、
町
議
会
議
員
と
し
て
精
励
さ

れ
、
本
町
の
発
展
に
ご
尽
力
さ
れ
ま
し
た
。

　

議
会
で
は
、
産
業
建
設
常
任
委
員
会
委
員
長
、
厚

生
衛
生
部
常
任
委
員
会
委
員
や
文
教
総
務
部
常
任

委
員
会
委
員
な
ど
数
々
の
要
職
を
歴
任
し
、
不
断
の

熱
意
と
卓
越
し
た
識
見
を
も
っ
て
地
方
自
治
の
伸

展
、
産
業
振
興
等
、
地
域
振
興
に
尽
力
し
ま
し
た
。

　

今
回
の
受
章
は
、
氏
の
こ
の
よ
う
な
功
績
が
認

め
ら
れ
た
も
の
で
す
。

　

長
年
に
亘
る
ご
尽
力
、
誠
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ

い
ま
す
。

▲写真㊨は代理の古瀬誠一さん

　

２
月
分
の
納
期
限
は
２
月
28
日（
火
）

で
す
。

（
定
期
口
座
振
替
日
も
２
月
28
日（
火
）、

再
振
替
日
は
３
月
10
日
（
金
）
で
す
。）

　

納
税
通
知
書
等
で
金
額
を
ご
確
認
い

た
だ
き
今
一
度
、
通
帳
残
高
を
お
確
か

め
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
、
よ
ろ
し
く
お

願
い
し
ま
す
。

　

町
税
等
に
は
納
め
忘
れ
が
な
い
、『
口

座
振
替
』
を
お
勧
め
し
て
い
ま
す
。

　

納
付
等
に
関
す
る
相
談
は
町
民
課

（
６
）０
１
０
３
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

　

　

な
お
、
最
低
賃
金
に
は
、
①
臨
時
に
支
払
わ
れ

る
賃
金　

②
１
ヶ
月
を
超
え
る
期
間
ご
と
に
支
払

わ
れ
る
賃
金　

③
時
間
外
労
働･

休
日
労
働･

深

夜
労
働
に
対
す
る
賃
金　

④
精
皆
勤
手
当
、
通
勤

手
当
及
び
家
族
手
当
は
含
ま
れ
ま
せ
ん
。

最
低
賃
金
に
つ
い
て
は

（
℡

０
８
５
２
‐
３
１
‐
１
１
５
８
）

ま
た
は
、

に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　

※
島
根
労
働
局
雇
用
環
境
・
均
等
室
で
は
、
労

働
者
の
賃
金
引
上
げ
を
図
る
事
業
主
を
支
援
す
る

た
め
「
業
務
改
善
助
成
金
」
を
取
り
扱
っ
て
お
り

ま
す
。
詳
し
く
は
、

（
℡
０
８
５
２
‐
２
０
‐
７
０
０
７
）

に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。
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　TEL. 6-1211　FAX.6-1212

定住促進係　TEL.7-8131　農林水産係・観光商工係  TEL. ７-8777

　TEL.6-0450　FAX.2-2247

別 府 支 所   TEL. ７-8101　　　　　 地域振興課　FAX.7-8025

　TEL.6-1748  FAX.6-0186

　 TEL. 6-0171　FAX.6-1028

町長が町民の皆様のご意見、ご要望をお聞きするための FAX6-1819

TEL.6-1182　FAX.6-1183

　TEL.6-0105　　 　TEL.6-0103　　 　TEL.6-0104

　TEL（08514）6-0101　FAX　6-0683

※町内無料電話を利用する場合、番号の頭に「５」をつけて電話すると無料電話になります。

　TEL.6-1338(FAX兼用 )

（浦郷シルバー会館）
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隠岐の岩（八角） 西三段目８０枚目

　本町出身力士、隠岐の岩（八角部屋）さんは、西三段目８０枚で１月場所に臨み、５勝２敗という好成績をおさめました。

　益々のご活躍を期待するとともに、今後とも応援をお願いいたします。

郷土出身力士情報

　

消
費
税
率
の
引
き
上
げ
に
よ
る
、
所
得
の
低
い
方
へ
の
負
担
を
軽
減
す
る
た
め

に
、
臨
時
福
祉
給
付
金
（
経
済
対
策
分
）
を
支
給
し
ま
す
。

　

な
お
、
こ
の
給
付
金
は
、
消
費
税
率
引
上
げ
（
８
％
↓
10
％
）
が
２
年
半
延
期

さ
れ
た
こ
と
を
踏
ま
え
、
国
の
経
済
対
策
の
一
環
と
し
て
、
平
成
29
年
４
月
か
ら

平
成
31
年
９
月
ま
で
の
２
年
半
分
を
一
括
し
て
支
給
す
る
も
の
で
す
。

　

平
成
28
年
１
月
１
日
時
点
で
西
ノ
島
町
の
住
民
基
本
台
帳
に
登
録
さ
れ
て
お

り
、平
成
28
年
度
の
町
民
税
（
均
等
割
）
が
課
税
さ
れ
て
い
な
い
方
が
対
象
で
す
。

　

た
だ
し
、
次
の
場
合
に
該
当
す
る
方
な
ど
は
対
象
外
で
す
。

　

・
平
成
28
年
度
市
町
村
民
税
が
課
税
さ
れ
て
い
る
方
の
扶
養
親
族
等
で
あ
る
場
合

　

・
生
活
保
護
を
受
給
さ
れ
て
い
る
場
合　

な
ど

　

支
給
対
象
者
１
人
に
つ
き
１
５
，
０
０
０
円
（
支
給
は
１
回
限
り
）

　

平
成
29
年
２
月
15
日
〜
５
月
15
日

　

支
給
対
象
に
な
る
と
見
込
ま
れ
る
方
（
世
帯
）
に
、
２
月
中
旬
に
申
請
書
を
お

送
り
し
ま
す
。

　

申
請
書
に
必
要
事
項
を
記
入
、
押
印
の
う
え
、
確
認
書
類
等
を
添
え
て
健
康
福

祉
課
ま
た
は
別
府
支
所
に
て
手
続
き
し
て
下
さ
い
。

　

申
請
書
に
記
載
さ
れ
た
受
取
口
座
に
３
月
以
降
に
振
り
込
み
ま
す
。

　

支
給
日
が
決
定
し
ま
し
た
ら
、健
康
福
祉
課
よ
り
支
給
決
定
通
知
書
を
お
送
り
し
ま
す
。

　

西
ノ
島
町
役
場
健
康
福
祉
課　

電
話
：
６
‐
０
１
０
４


